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令和６年度第２回山形市景観審議会 
 

日 時  令和７年１月２９日（水）  

        午後２時００分から      

          場 所  東部公民館（山形市小白川町） 
 

次  第 
 
１ 開 会 
 

２ まちづくり政策部都市政策調整監挨拶 
 

３ 山形市景観審議会長挨拶 
 

４ 議 事 
   

議第１号 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における公益に資する活動を行う 

ものとして市長が指定する団体の指定について 

資料１ 資料２ 資料３ 資料４ 資料５ 資料６ 資料７ 資料８ 

５ 意見聴取 

⑴ 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における市長が指定する団体が路上変電塔 

に表示する屋外広告物について                          資料９※ 資料１０ 

※資料９については、当日配布いたします。 

⑵ 山形市景観計画の変更（案）について  

山形市景観計画＜山寺景観重点地区編＞    資料１１ 資料１２ 資料１３ 
 

６ その他 
 

７ 閉 会 
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◆配布資料 

議第１号 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における公益に資する活動を 
行うものとして市長が指定する団体の指定について 

 

  資料１ 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における公益に資する活動を 

行うものとして市長が指定する団体の指定について 

  資料２ 屋外広告物条例第１０条第６項の規定における団体の申出書 

資料３ 屋外広告物条例の一部改正により表示可能となる屋外広告物の手続き  

資料４ 七日町商店街振興組合定款 

資料５ 歩行者利便増進道路の指定について（国交省プレスリリース） 

資料６ ほこみち（増進道路・誘導区域）に関する公示（東北地方整備局） 

資料７ 歩行者利便増進道路利用計画（一般国道１１２号） 

資料８ 山形市中心市街地グランドデザイン（概要版） 

 

⑴ 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における市長が指定する団体が路上変電    

  塔に表示する屋外広告物について 

 

  資料９ 山形市屋外広告物条例第１０条第６項における市長が指定する団体が 

路上変電塔に表示する屋外広告物について（当日配布いたします） 

資料１０ 屋外広告物等事前協議書一式  

 

⑵ 山形市景観計画の変更（案）について 山形市景観計画＜山寺景観重点地区編＞ 

 

資料１１ 山形市景観計画の変更（案）について 

資料１２ 山形市景観計画の変更（案）について＜山寺景観重点地区編＞ 【概要版】 

資料１３ 山形市景観計画 別冊＜山寺景観重点地区編＞ 
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■山形市景観審議会委員 

委員区分 所 属 職 名 氏 名 

有識者 東北芸術工科大学 基盤教育研究センター 教授 小 林 敬 一 

 東北芸術工科大学 デザイン工学部 教授 山 畑 信 博 

 ＮＰＯ法人地域振興再生機構 副理事長 村 松   真 

 弁護士 青 柳 紀 子 

関係団体 山新観光株式会社 佐 藤 真 美 

 一般社団法人 山形県建築士会山形支部 徳 正 宜 子 

 山形県広告業協会 鈴 木 琢 郎 

 山形県屋外広告美術協同組合 服 部   正 

 山形商工会議所 枝 松 祐 子 

 樹木医 山 田 寛 爾 

 山形市中心商店街街づくり協議会 會 津 菜穂子 

 山形県写真連盟 阿 部 直 美 

行政機関 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 副所長（道路）  佐 藤   正 

 山形県村山総合支庁 建設部長 大 津 明 弘 

 山形県山形警察署 生活安全課長 鈴 木 哲 也 

 

■事 務 局 

所  属  職  名 氏 名 

まちづくり政策部 都市政策調整監 熱 海 裕 章 

まちづくり政策部 次長（兼）まちなみデザイン課長 佐 藤 一 大 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課長補佐 城戸口 真 一 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 景観係長 池 野 孝 明 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 屋外広告物係長 山 岸 由 佳 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 主任 倉 田   好 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 主任 加 地 友 哉 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 主事 鈴 木 茉 優 

まちづくり政策部 まちなみデザイン課 主事 伊 藤 聖 花 
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 議題１号  山形市屋外広告物条例第１０条第６項における公益に資する活動を 

行うものとして市長が指定する団体の指定について 

 

１ 団体指定の背景・経緯 

本市屋外広告物条例については、公益的な取組の推進に資するサインが表示できない状

況を受け、一定の要件を満たす屋外広告物の表示等の規制を緩和する改正を令和６年９月

に行い、屋外広告物の公益的利用の促進を図ったところである。 

この改正により、「国等又は公益に資する活動として規則で定める活動を行うものとして

市長が指定する団体が表示する広告物」であって、景観や風致の維持に支障がないと認め

られるものについては、市長の許可（国等については届出）を受けたうえで、一部の禁止物

件に屋外広告物（はり紙等）を表示できることとなった。 

 

２ 団体の指定の概要 

 ・指定を受けようとする団体  七日町商店街振興組合 

 ・表示する屋外広告物と目的  路上変電塔にラッピング（はり紙）を表示し、更によりよい 

歩行者空間の環境整備を図る 

・屋外広告物の表示イメージ 

 

   

 

 

 

 

 

図１ 国等又は市長が指定する団体において、一部の禁止物件に表示可能となる屋外広告物 

資料１ 
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３ 関係条文の抜粋 

 

◆屋外広告物条例 第１０条第６項 

国等又は公益に資する活動として規則で定める活動を行うものとして市長が指定する団体

が表示する広告物であって、良好な景観の形成若しくは風致の維持に支障が生ずるおそれ又

は公衆に対して危害を及ぼすおそれがないものとして規則で定める基準に適合し、かつ、その

表示内容が公益に資すると認められるもののうち、次に掲げる物件に表示することについて

市長の許可を受けた広告物（国等にあっては、あらかじめ表示する旨を市長に届け出た広告

物）（はり紙又ははり札等（第６号から第８号までに掲げる物件にあっては、はり紙）に限る。）に

ついては、第６条の規定は、適用しない。 

(１) 橋りょう 

(２) 道路標識 

(３) 歩道柵 

(４) ガードレール 

(５) カーブミラー 

(６) 郵便ポスト 

(７) 路上変電塔 

(８) 街路灯柱その他これらに類する物件 

 

◆屋外広告物条例施行規則 第７条第７項 

条例第１０条第６項の規則で定める活動は、発展計画その他のこの市のまちづくりに係る計

画その他これに類するものにおいて位置づけられた事業、施策等の推進に資する活動とする。 
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４ 指定を受けようとする団体の活動等 

 

⑴ 国・県・市制度の活用状況 

歩行者利便増進道路（通称ほこみち）制度に基づき、国道１１２号の一部区間が「ほこ

みち」および誘導区域に指定され、七日町商店街振興組合が占用主体となりベンチを

設置するなど活動を行っているところである。 

 

⑵ 市の策定する計画との適合状況 

本市では、中心市街地の将来ビジョンである「山形市中心市街地グランドデザイン」を

策定し、「歩くほど幸せになるまち」をテーマに掲げ、商業、居住、観光等の様々な分野

での魅力向上を図るとともに、各分野に共通するコンセプトとして「回遊できる仕組み

づくり」や「官民一体となった公共空間の整備・活用」を定め、回遊性の向上に向けたほ

こみち制度の運用、公共空間の利活用などを図ることとしている。 

 

以上のことから、七日町商店街振興組合の活動は、滞在する場としての空間の整備や回

遊できる仕組みづくり等に資するものであり、国の歩行者利便増進道路制度に基づくとと

もに、山形市中心市街地グランドデザインに適合する活動と認められる。 

 

 

５ 屋外広告物を表示する目的 

山形市では、平成３１年２月に策定した「山形市中心市街地グランドデザイン」の実現に向

け、各種事業を実施する中で道路空間の新たな活用に取り組んでいるところである。 

この中、令和５年度における中心市街地の歩行者通行量は、平成２１年の調査以来、過去

最高の２４，５７２人になり、誰もが来やすく分かりやすい案内サインの必要性が高まってい

る。 

この状況を受け、七日町商店街振興組合が以下の目的を達成するために表示するもので

ある。 

 

○歩道や広場など公共空間の安全性・快適性の向上 

○街全体のホスピタリティ向上 

○来街者の街歩きがしやすい環境整備 

○公共交通の利用促進も含めた街の利便性向上 

○滞在空間としての魅力向上 

 

以上のことから、ラッピングの表示の目的についても、山形市中心市街地グランドデザイ

ンに合致するものと認められる。 
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（案） 

 

山形市告示第 号 

 

 山形市屋外広告物条例（平成３０年市条例第７４号。以下「条例」という。）第１０

条第６項の規定により市長が指定する団体を次のように指定したので、条例第４９条の

規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和 年 月 日 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

１ 条例第１０条第６項で市長が指定する団体 

  七日町商店街振興組合 

 



 

 

 

 屋外広告物条例第１０条第６項の規定における団体の指定の申出書 

 

受付日：令和６年１２月２日 
 

指定を受けたい

団 体 
七日町商店街振興組合 

表示しようとする 

広 告 物 

物 件 

□橋りょう  □歩道橋  □カーブミラー  □道路標識  

□ガードレール  □郵便ポスト  ■路上変電塔  

□街路灯等その他これらに類する物件 

種 別 ■はり紙      □はり札 

団 体 におけ る

公 益 に資 する 

活 動 の 概 要 

賑わいのある道路空間創出のための道路の指定制度として、道路法等の一部

が改正（令和２年５月２７日公布、１１月２５日施行）されたことにより、歩行者利便

増進道路（通称ほこみち）制度が創設されております。 

この制度に基づき、令和５年３月３０日に国道１１２号の一部区間が「ほこみち」

に指定、令和５年４月１日から誘導区域の指定をうけ、当商店街が占用主体とな

り、ベンチを設置するなど運用を開始しております。 

また、山形市で中心市街地の活性化に向け策定された中心市街地の将来ビジ

ョンである「山形市中心市街地グランドデザイン」のテーマである「歩くほど幸せに

なるまち」に則り、商業、居住、観光等の様々な分野での魅力向上を図るととも

に、各分野に共通するコンセプトとして「回遊できる仕組みづくり」や「官民一体と

なった公共空間の整備・活用」のため、回遊性の向上に向けたほこみち制度の運

用、公共空間の利活用などを図ってまいりました。 

 

表示・設置の目的 

当商店街において策定した「将来ビジョン」に基づき、過ごしやすく居心地の良

い街を目指す上で、七日町に暮らし、訪れる誰もが安全・安心で快適に過ごせる

街の環境と空間を整えるべく、歩道や広場など公共空間の安全性・快適性の向

上、誰もがアクセスしやすく利用しやすい街の実現へ向けて街全体のホスピタリ

ティ向上に取り組むため、歩行者利便増進道路の指定（通称ほこみち）を受けた

国道１１２号に設置されている路上変電塔に案内板を表示し、来街者の街歩きが

しやすい環境整備を行うものです。また、近年は、市内ひいては県外からの観光

客も増加しており、誰もが来やすく分かりやすい案内サインの必要性が高まって

いることから、公共交通の利用促進も含めた街の利便性向上、滞在空間としての

魅力向上を図るため設置を行うものです。 

 

 
※必要に応じ、上記の内容を補足する資料を添付すること。 

資料２ 



山形市屋外広告物条例第１０条第６項の規定により表示する屋外広告物の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

          

            

    

    

         

    

         

  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議書の提出 

景観審議会への意見聴取 

（屋外広告物専門部会を想定） 

設置の検討 

事前相談および 

関係法令等の調整 

許可申請書の提出 

 

許可書の交付 

景観審議会で報告 

意見聴取を受けての調整 

届出書の提出 

完成届の提出 

屋外広告物の設置 

国・地方公共団体等の場合 民間団体の場合 

書類審査 

適正な管理 

更新許可申請書および 

安全点検報告書の提出 

再
検
討
が
必
要
な
場
合 

景観審議会への諮問 

資料３ 

許可期間後も引き続き表示する場合 

公示 

・物件や土地所有者との調整 

・道路占用許可の事前確認 等 

 

団体の 

審査 

必要（民間団体） 

 

 
不
要 

（
国
・
地
方
公
共
団
体
等
） 

   【屋外広告物の審査】 

・国等が現行の禁止物件へ表示するもの（第１０条第６項） 

・公示された国等以外の団体が現行の禁止物件へ表示するもの（第１０条第６項） 

・公示された施設等で表示するもの（第１０条第７項） 

・公示された公共的な取り組みのために表示するもの（第１０条第８項） 

 

専門的な視点で、景観や風致の維持に支障がないデザインへ誘導するための助言を 

いただくことにより、広告物のデザインや質を担保する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 日 町 商 店 街 振 興 組 合 

 

 

 

 

 

資料４ 



 

第１章  総    則 

 

（目  的） 

第１条  本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行なうと

ともに、地区内の環境の整備改善を計るための事業を行なうことにより、組合員の事業の

健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（名  称） 

第２条  本組合は、七日町商店街振興組合と称する。 

（地  区） 

第３条  本組合の地区は、山形県山形市七日町１丁目４番の２６号から七日町１丁目４番４７号ま

で、七日町３丁目１番の２号から七日町２丁目７番の１号まで、同七日町１丁目２番の３

０号から七日町１丁目２番の４２号まで、同七日町２丁目１番の８号から七日町２丁目１

番の４５号まで、同本町１丁目７番の２８号から本町１丁目７番の３０号まで、同本町２

丁目４番の１９号から本町２丁目４番の１１号までとする。 

（住  所） 

第４条  本組合は、事務所を山形県山形市七日町一丁目１番１号に置く。 

（公告の方法） 

第５条  本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは、山形新聞に掲載して 

行なうものとする。 

（規  約） 

第６条  この定款で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。 

 

 

第２章  事    業 

 

（事  業） 

第７条  本組合は、第１条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

    （共同施設事業） 

（１） 建物、倉庫、車両、機器、その他組合員の事業に関する共同施設事業 

  （販促共同事業） 

（２） 組合員のためにする商品券の発行、その他販売促進に関する事業 

  （金融事業） 

（３） 山形市機械類貸付制度による賃借事業並びに組合員に対する事業資金の貸付け及び組合

員のためにするその借入に関する事業 

（福利厚生事業） 

（４） 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業 

  （教育情報事業） 

（５） 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上、または組合事業に関する知識の普及を図

るための教育及び情報の提供に関する事業 

  （商業活動調整事業） 

（６） 組合員の事業に係わる休日、開店、または閉店の時刻等に関する指導調整事業 

  （労務改善事業） 

（７） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４章の規定による労働保険事務組合としての

業務並びに組合員の従業員の労働条件改善向上に関する事業 



 

  （公共施設事業） 

（８） 駐車場、駐輪場、アーケード等組合員及び一般公衆の便利を図るための事業 

  （土地利用計画事業） 

（９） 地区内の土地の合理的利用に関する計画設定及びその実施についての助言指導事業 

  （建築協定事業） 

（10）地区内における建築協定計画及びその締結に関するあっせん指導事業 

  （附帯事業） 

（11）前各号の事業に附帯する事業 

 

 

第３章  組  合  員 

 

（組合員の資格） 

第８条  本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）組合の地区内において小売商業を営む者 

（２）組合の地区内においてサービス業を営む者 

（３）組合の地区内において前２号以外の事業を行なう者 

（加  入） 

第９条  本組合の組合員たる資格を有する者は、規約で定める加入手続きにより、本組合の承諾を

得て本組合に加入することができる。 

  ２  前項の加入の諾否は理事会において決する。 

  ３  第 2 項の規定により、理事会の承諾を得た者は引受出資口数に応ずる出資金の払込みをし

たとき（持分を承継することにより加入する場合はそれを承継したとき）に組合員となる。 

（相続加入） 

第１０条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の 1人が相続開始後３０日以内に加 

入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず相続開始のときに組合員となった者とみ

なす。 

   ２ 前項の規定により、加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなけれ 

ばならない。 

（議決権及び選挙権） 

第１１条  組合員各 1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 

   ２  組合員は、第３２条第５項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、組合員

が記名捺印した書面、または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができ

る。この場合は、その組合員の親族もしくは常時使用する使用人、または他の組合員で

なければ代理人となることができない。 

   ３  前項の規定により議決権または選挙権を行使する者は出席者とみなす。 

   ４  代理人は、５人以上の組合員を代理することができない。 

   ５  代理人は、その代理権を証する書面を議決権を行う前に、本組合に提出しなければなら

ない。 

（経費の賦課） 

第１２条  本組合は、その行なう事業の費用にあてるため、組合員に経費を賦課することができる。 

   ２  前項の経費の額、その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は総会において定める。 

 

 



 

（使用料及び手数料） 

第１３条  組合は、その行なう事業について使用料または手数料を徴収することができる。 

   ２  前項の使用料または手数料の額は、総会で定める額を限度として理事会で定める。 

（自由脱退） 

第１４条  組合員は、あらかじめ組合に通知した上で事業年度の終において、脱退することができ

る。 

   ２  前項の通知は、事業年度の末日９０日前までに、その旨を記載した書面でしなければな

らない。 

（除  名） 

第１５条  本組合は、次の各号の１に該当する組合員を、総会の議決によって除名することができ

る。この場合において、本組合はその総会の会日の１０日前までに、その組合員に対し、

その旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えるものとする。 

（１）出資の払込み、経費の支払、その他本組合に対する義務を怠った組合員 

（２）本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員 

（３）本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員 

（４）犯罪その他本組合の信用を失う行為をした組合員 

（脱退者の持分の払いもどし） 

第１６条  組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額（本組合の財産が出資の総額

より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した

額）を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は半額とする。 

（出資口数の減少） 

第１７条  組合員は、次の各号の１に該当する場合は、事業年度の終りにおいてその出資口数の減

少を請求することができる。 

（１）事業を休止したとき 

（２）事業の一部を廃止したとき 

（３）その他特にやむを得ない理由があるとき 

  ２  前項の請求は、事業年度の３０日前まで書面に記載してしなければならない。 

  ３  本組合は、第１項の請求があったときは理事会においてその諾否を決する。 

  ４  出資口数の減少については、第１６条（脱退者の持分の払もどし）の規定を準用する。 

（届 出） 

第１８条  組合員は、次の各号の１に該当するときは７日以内に本組合に届け出なければならない。 

（１）氏名、名称または事業を行なう場所を変更したとき 

（２）事業の全部または一部を休止、もしくは廃止したとき 

（過怠金） 

第１９条  本組合は、次の各号の１に該当する組合員に対し、総会の議決により１０,０００円以下

の過怠金を課することができる。 

この場合において、本組合は、その総会の会日の１０日前までに、その組合員に対して

その旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えるものとする。 

（１）第１５条第２号から第４号までに掲げる行為のあった組合員 

（２）前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員 

（延滞金） 

第２０条  本組合は、組合員が組合費、使用料、手数料、過怠費その他本組合に対する債務を履行

しない場合は、履行期限の到来した日の翌日から履行の日まで、日歩３銭の割合で延滞

金を徴収することができる。 



 

第４章  出資および持分 

 

（出資 1口の金額） 

第２１条  出資１口の金額は５,０００円とする。 

（出資の払込み） 

第２２条  出資は一時に全額を払い込まなければならない。 

（持 分） 

第２３条  組合員の持分は本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算出する。 

２  持分の算定に当っては、１００円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

 

第５章  役員顧問および職員 

 

（役 員） 

第２４条  本組合に次の役員を置く。 

（１）理 事  １５人以上 ２５人以内 

（２）監 事   １人以上   ３人以内 

   ２  組合に次の役職を置き理事会において選任する。 

      理 事 長  １人 

      副理事長  ２人以内 

      専務理事  １人 

   ３  理事のうち少なくとも２／３以上は組合員、または組合員たる法人の役員でなければな

らない。 

（役員の選挙） 

第２５条  役員は総会において選挙する。 

  ２  役員は、次に掲げる者のうちから選挙する。 

（１）組合員または組合員たる法人の役員であって立候補し、または理事会もしくは５人以上

の組合員から推薦を受けた者。 

（２）組合員または組合員たる法人の役員でない者であって、理事会または５人以上の組合員

から推薦を受けた者。 

（３）役員の選挙は、単記式無記名投票によって行なう。 

（４）有効投票の多数を得た者を当選人とする。 

   但し、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。 

（５）第２項の規定による立候補者または推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数をこえな

いときは、投票を行なわずその者を当選人とする。 

（６）第１項の役員の選挙を行なうべき総会の会日は、少なくともその２０日前までに公告す

るものとする。 

（７）第２項の規定による立候補または立候補者の推薦をしたものは、総会の会日１５日前ま

でに立候補した旨または被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。 

（８）第２項の規定にかかわらず役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の

方法によって行なうことが出来る。 

（９）指名推薦の方法により役員の選挙を行なう場合における被指名人の選定は、その総会に

より選任された選考委員が行なう。 

 



 

（10）選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総

会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。 

（11）一の選挙をもって２人以上の理事または監事を選挙する場合において、被指名人を区分

して前項の規定を適用してはならない。 

（役員の任期） 

第２６条  役員の任期は次のとおりとする。 

   （１）理 事  ２年又は任期中の第２回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。た 

           だし、就任後代２回目の通常総会が２年を過ぎて開催される場合にはその総 

           会の終結時まで任期を伸長する。 

   （２）監 事  ２年又は任期中の第２回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。た 

           だし、就任後代２回目の通常総会が２年を過ぎて開催される場合にはその総 

           会の終結時まで任期を伸長する。 

   ２  理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任 

      期は、第１項に規定する任期とする。 

   ３  任期の終了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、第２４条に定めた理事

又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就

任するまでなお役員としての職務を行う。 

   ４  補欠（定数の増加に伴う場合の補充を含む。）のため選出された役員の任期は、現任者の 

      残任期間とする。 

（役員の職務） 

第２７条  理事長は、本組合を代表し本組合の業務を総理する。 

   ２  副理事長は、理事長を補佐し理事長が事故または欠員の場合は、その職務を代理し、ま

たは代行する。 

   ３  専務理事は、理事長および副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長および副

理事長に事故ある場合は、その職務を代理し、理事長および副理事長が欠員の場合はそ

の職務を行なう。 

   ４  理事は、理事長・副理事長および専務理事を補佐して業務を掌理し、あらかじめ理事長

の定める順位により、理事長・副理事長および専務理事に事故がある場合は、その職務

を代理し理事長・副理事長および専務理事が欠員の場合はその職務を行なう。 

   ５  監事は、本組合の業務および会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 

（役員の忠実義務） 

第２８条  役員は法令、定款および規約の定め、ならびに総会の議決を遵守し、本組合のために忠

実にその職務を遂行しなければならない。 

（役員の報酬） 

第２９条  役員に対する報酬は総会において定める。 

（顧 問） 

第３０条  本組合に顧問及び相談役を置くことができる。 

      顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は商店街及び商店会に功労のあった者の

うちから理事会の議決を経て委嘱する。 

（職 員） 

第３１条  本組合に次の職員を置き理事長が任命する。 

   （１）書 記  若干名 

   ２  職員は、理事の指揮を受けて本組合の事務を処理する。 

 



 

第６章  総会・理事会および委員会 

 

（総会の招集） 

第３２条  総会は通常総会および臨時総会とし、理事長が招集する。 

   ２  通常総会は、毎事業年度終了後２ヶ月以内に臨時総会は第３項に規定するもののほか、

必要があるときはいつでも理事会の議決を経て招集する。 

   ３  組合員が総組合員の５分の１以上の同意を得て、会議の目的たる事項および招集の理由

を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求

のあった日から２０日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 

   ４  前項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から１０日以内に理事長が

総会招集の手続きをしないときは、第１項の規定にかかわらず県知事の承認を得て総会

を招集することができる。理事長の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組

合員の５分の１以上の同意を得たときも同様とする。 

   ５  総会の招集は、会日１０日前までに到達するように会議の目的たる事項およびその内容

ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発して行なうものとする。 

   ６  総会において役員の選挙を行なう場合には、前項の通知書に第２５条第７項の規定によ

り届出のあった立候補者および被推薦者の氏名を記載しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第３３条  法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。 

（１）借入金額の最高限度 

（２）その他理事会において必要と認める事項 

（総会の議事等） 

第３４条  総会の議事は、総組合員の半数以上が出席し、第３項ただし書および第３５条に規定す

る場合を除き出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

   ２  総会の議長は、出席した組合員（組合員または組合員たる法人の代表者）のうちから選

任する。 

   ３  総会においては、第３２条第５項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ

議決することができる。ただし、出席者（書面または代理人により議決権または選挙権

を行使するものを除く）の３分の２以上の同意があった場合はこの限りでない。 

   ４  総会の議決事項について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができな

い。 

   ５  総会の議決については、前項の規定により行使することの出来ない議決権の数は、当該

議決事項については、出席した組合員の数に算入しない。 

   ６  総会においては、延期または続行の議決をすることができる。この場合においては、第

３２条第５項の規定は適用しない。 

（特別の議決） 

第３５条  次の事項は総組合員の半数以上が、出席し、その議決の３分の２以上の多数決による議

決を必要とする。 

（１）定款の変更 

（２）組合の解散または合併 

（３）組合員の除名  

（総会の議事録） 

第３６条  総会の議事録については、議事録を作成し、議長および出席した理事が署名しなければ

ならない。 



 

   ２  議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）開会の日時および場所 

（２）組合員数およびその出席者数 

（３）議事の経過の要領 

（４）議案別の議決の結果（可否、否決の別および賛否の議決権数） 

 

（理事会） 

第３７条  本組合に理事会及び常任理事会を置く。 

   ２  理事会は理事長が招集する。 

   ３  理事会の招集は、各理事に対し会日の７日前までに会議の目的たる事項、日時および場

所につき通知して行なうものとする。ただし、理事会の同意のある場合は、招集手続き

の一部を省略することができる。 

   ４  理事は、必要があると認めるときはいつでも理事長に対し、理事会を招集すべきことを

請求することができる。 

   ５  前項の請求をした理事は、その請求の日から５日以内に正当な理由がないのに理事会の

招集手続きをしない場合は、第２項の規定にかかわらず、みずから理事会を招集するこ

とができる。 

   ６  常任理事会の運営等に関しては、別途規約を定める。 

（理事会の議決事項） 

第３８条  法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。 

（１）総会に提出する議案。 

（２）その他業務の執行に関し、重要な事項。 

（理事会の議事等） 

第３９条  理事会の議長は、理事長をもってあてる。 

   ２  理事会における各理事の議決権は各々１個とする。 

   ３  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 

   ４  理事は、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ通知のあった事項について、書面

により理事会の議決に加わることができる。 

（理事会の議事録） 

第４０条  理事会の議事録については、第３６条（総会の議事録）の規定を準用する。この場合に

おいて同条第２項第４号中「（可決否決の別および賛否の議決権数）」とあるのは「（可決

否決の別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事および反対した理事の氏名）」と読

み替えるものとする。 

（委員会） 

第４１条  本組合はその事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。 

   ２  委員会の種類組織および運営に関する事項は総会において定める。 

 

 

第７章  管   理 

 

（定款その他の書類の備付および閲覧） 

第４２条  理事長は、定款・規約ならびに総会および理事会の議事録・組合員名簿を本組合の事務

所に備えて置かなければならない。 

   ２  組合員および組合の債権者は、いつでも理事長に対し、前項の書類の閲覧または謄写を



 

求めることができる。この場合は、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではなら

ない。 

（決算関係の書類の提出備付および閲覧等） 

第４３条  理事長は、毎事業年度通常総会の会日の１週間前までに、事業報告書・財産目録・貸借

対照表・損益計算書および剰余金処分案または損失処理案を監事に提出し、かつこれを

主たる事務所に備えておかなければならない。 

 

   ２  監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、通常総会の会日の前日までに意

見書を理事長に提出しなければならない。 

   ３  理事長は、前項に規定する監事の意見書を添えて第１項に規定する書類を通常総会に提

出しその承認を求めなければならない。 

   ４  組合員および組合員の債権者は、いつでも理事長に対し、第１項の書類の閲覧または謄

写を求めることができる。この場合は、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んでは

ならない。 

（会計帳簿等の閲覧等） 

第４４条  組合員は、総組合員の１０分の１以上の同意を得て、いつでも会計に関する帳簿および

書類の閲覧または謄写を求めることができる。この場合は、理事長は正当な理由がない

のにこれを拒んではならない。 

 

 

第８章  会    計 

 

（事業年度） 

第４５条  本組合の事業年度は、毎年５月１日に始まり４月３０日に終わるものとする。 

（法定利益準備金） 

第４６条  本組合は、出資総額に相当する金額に達するまで、毎事業年度の利益剰余金の１０分の

１以上を準備金として積み立てるものとする。 

   ２  前項の準備金は、損失をうめる場合を除いては取りくずしてはならない。 

（資本剰余金） 

第４７条  本組合は、減資差益を資本剰余金に繰り入れるものとする。 

（特別積立金） 

第４８条  本組合は、毎事業年度の利益剰余金の１０分の１以上を特別積立金として積み立てるも

のとする。 

（法定繰越金） 

第４９条  本組合は、第７条第２号（教育および情報の提供）の事業の費用に充るため毎事業年度

の利益剰余金２０分の１以上を翌事業年度に繰り越すものとする。 

（利益剰余金および繰越金） 

第５０条  １事業年度における総益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、

第４６条の規定による法定利益準備金、第４８条の規定による特別積立金および前条の

規定による繰越金を控除してなお剰余がある場合には、総会の議決によりこれを組合員

に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。 

（利益剰余金の配当） 

第５１条  前条の配当は、総会の議決を経て事業年度末における組合員の出資額および組合員がそ

の事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。 



 

   ２  事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は年１割をこえないものとする。 

   ３  配当金の計算については、第２３条第２項（持分）の規定を準用する。 

（損失金の処理） 

第５２条  損失金のてん補のための取りくずしは特別積立金・法定利益準備金・資本剰余金の順序

に従ってするものとする。 

 

 

 

附    則 

 

 

１．この定款は、本組合の成立の日から実施する。 

（任期の特例） 

２．設立当時の役員の任期は、第２６条の規定にかかわらず３８年１２月３１日までとする。 

（事業年度の特例） 

３．設立当時の事業年度は、第４５条（事業年度）の規定にかかわらず、本組合の成立の日に始ま

り、３８年１２月３１日に終わるものとする。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

附    記 （ 備 考 ） 

 

 

１．昭和３９年２月 １日  当組合設立に伴い施行する。 

２．昭和４０年４月１９日  定款一部変更認可 

               変更内容 第 7条（事業）の（６）の下条文追加 

                   （６）組合の事業に対する資金について、組合員にその資

金の貸付およびその借入を行なう。 

３．昭和４４年３月１８日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条（役員）の理事定数増員 

                   「７人以上１０人以内」を「１２人以上１５人以内」とす

る。 

４．昭和４４年７月１７日  定款一部変更認可 

               変更内容 第４条（住所）「七日町三丁目１番９号」より「七日町二

丁目７番４号」に変更。 

５．昭和５０年２月２２日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条（役員）の副理事長 1人を 2人とする。 

６．昭和５１年３月１５日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条（役員）の理事定数増員 

                   「１２人以上１５人以内」を「１５人以上２０人以内」と

する。 

７．昭和５２年３月２８日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条（役員）の理事定数増員 

                   「１５人以上２０人以内」を「２０人以上２５人以内」と

する。 

８．昭和５３年４月１８日  定款一部変更認可 

               変更内容 加入金徴収権を破棄し、出資額限度払戻制とする。 

                    第９条（加入）の（３）、（４）、（５）。 

                    第１６条（脱退者の持分払いもどし）。 

                    第４７条（資本剰余金）の各条文変更。    

９．昭和５７年３月１７日  定款一部変更認可    

               変更内容 第７条の事業内容を１１項目に整理・拡大する。 

１０．昭和６２年４月２２日  定款一部変更認可 

               変更内容 第４条（住所）「七日町二丁目７番４号」より「七日町一

丁目１番１号」に変更。現在住所地となる。 

１１．平成元年３月１３日    定款一部変更認可 

                変更内容 第２４条（役員）副理事長の定数を２人から２人以内と

する。 

１２．平成２年３月２９日   定款一部変更認 

変更内容 第５０条（利益剰余金および繰越金） 

                    第５２条（損失金の処理）の各条文変更。 

 

 



 

 

１３．平成４年５月１１日   定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条３項（役員）条文変更。 

                    第２６条（役員の任期）監事の任期を１年から 2 年とす

る。 

                    第３１条３項（職員）全文削除する。 

                    第４５条（事業年度）の変更 

                   「毎年１月１日に始まり１２月３１日に終わる」を「５月

１日に始まり４月３０日に終わる」とする。         

１４．平成１６年７月６日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条３項（役員）条文変更。（理事定数増員） 

                   「２０人以上２５人以下」を「２０人以上２７人以下」と

する。 

                    第２１条（出資金１口の金額） 

                   「出資１口の金額２,０００円」を「出資１口の金額５,００

０円」とする。 

１５. 平成２６年７月２５日 定款一部変更認可 

               変更内容 第３７条１項（理事会）条文変更。 

                   「本組合に理事会を置く」を「本組合に理事会及び常任理 

                    事会を置く」とする。 

                    第３７条６項（理事会）下条文追加。 

                   「常任理事会の運営等に関しては、別途規約を定める」と 

                    する。 

１４．平成３０年７月２４日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条３項（役員）条文変更。（理事定数増員） 

                   「２０人以上２７人以下」を「１７人以上２７人以下」と

する。 

１５．令和４年７月２５日  定款一部変更認可 

               変更内容 第８条２項（組合員の資格）条文変更。 

                   「暴力団員及び関係者の排除規定」を追加する。 

１６．令和５年７月２５日  定款一部変更認可 

               変更内容 第２４条３項（役員）条文変更。（理事定数増員） 

                   「１７人以上２７人以下」を「１５人以上２５人以下」と

する。 

                    第２６条１項（役員の任期）条文変更。 

                   「２年又は任期中の第２回目の通常総会の終結時までのい

ずれか短い期間。ただし、就任後第２回目の通常総会が

２年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで

任期を伸長」とする 

 



資料５







東北地方整備局 資料６

ほこみち（増進道路・誘導区域）に関する公示

過去の指定について 令和5年5月1日時点

NO. 指定年月日 道路の種類及び路線名 区間 内容 管轄事務所

1 令和5年3月30日 一般国道112号
山形市七日町1丁目453番2地先～

山形市七日町1丁目479番5地先
歩行者利便増進道路の指定について 山形河川国道事務所

2 令和5年4月1日 一般国道112号
山形市七日町1丁目453番2地先～

山形市七日町1丁目479番5地先
利便増進誘導区域の指定について 山形河川国道事務所
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